
 

第二種特定鳥獣管理計画（第３期イノシシ管理）の策定について 

鳥獣対策・ジビエ振興室 

 

１ 策定の目的 

  「第二種特定鳥獣管理計画（第２期イノシシ管理）」は、平成 29 年度をもって計画期間が

終了するため、平成 30 年度を期首とする「第二種特定鳥獣管理計画（第３期イノシシ管理）」

を策定する。 

 

２ 計画期間 

  平成 30 年４月１日から平成 35 年３月 31 日まで 

 

３ 策定スケジュール 

区分 H29.4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 H30.1 .2 .3 
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※１ 県が作成する特定鳥獣に関する保護及び管理に関する計画の検討並びに適切な実行、事後評価を行う 

ために総合的な見地からの意見を聴することを目的に林務部長が設置する「特定鳥獣保護管理検討委員 

会」 

※２ 特定鳥獣保護管理検討委員会において審議する事項について、専門的な見地から意見を聴することを

目的として対象獣種（ﾆﾎﾝｼﾞｶ、ｶﾓｼｶ、ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ、ﾆﾎﾝｻﾞﾙ、ｲﾉｼｼ）毎に設置している専門部会のうち、イノ

シシ専門部会 

 

（参考：現行計画の概要） 

  （１）計画の目標 

①農林業被害の軽減、②イノシシの地域個体群の安定的な維持 

（２）保護管理の基本的な考え方 

○被害地における加害個体の捕獲管理 

○被害が出にくい集落等環境の整備 

○農地などに侵入させない電気柵等の積極的な被害防除対策 
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１　イノシシによる農林業被害の状況

イノシシの状況について

２　侵入防止柵の設置状況等

（１）設置延長及び延長類計

３　イノシシの捕獲数の状況

（２）設置延長と農業被害金額の相関
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